
■
対
象
者

・
市
に
住
民
登
録
の
あ
る
方
で
、
昭

和
37
年
4
月
2
日
～
昭
和
54
年
4
月

1
日
の
間
に
生
ま
れ
た
男
性

■
抗
体
検
査
・
予
防
接
種
の
受
け
方

①
抗
体
検
査
を
受
け
る

　
「
全
国
の
協
力
医
療
機
関
」「
市
の

　
行
う
特
定
健
康
診
査
」ま
た
は「
勤

　
務
先
の
健
康
診
査
」
の
会
場
に
、

　
市
の
発
行
し
た
ク
ー
ポ
ン
券
・
本

　
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
健

　
康
保
険
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

　
ド
な
ど
）を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
後
日
、
抗
体
検
査
の
結
果
が
返
却

　
さ
れ
ま
す
。

※
返
却
さ
れ
た
抗
体
検
査
結
果
（
抗

体
検
査
受
診
票
本
人
控
え
用
）
は
、

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

②
判
定
結
果
を
確
認
す
る

▼
「
定
期
接
種
対
象
」
と
判
定

　

→
予
防
接
種
の
対
象
と
な
り
ま
す

　
の
で
、
予
防
接
種
を
受
け
て
く
だ

　
さ
い
。

▼
「
定
期
接
種
非
対
象
」
と
判
定

　
→
抗
体
が
あ
り
ま
す
の
で
、
予
防

　
接
種
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

③
予
防
接
種
を
受
け
る
（「
定
期
接
種

対
象
」
と
判
定
さ
れ
た
方
の
み
）

　
「
全
国
の
協
力
医
療
機
関
」
で
予
防

　
接
種
が
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
抗

　
体
検
査
結
果
、
予
防
接
種
の
ク
ー

　
ポ
ン
券
、
本
人
確
認
書
類
を
持
参

　
し
て
く
だ
さ
い
。
接
種
後
に
返
却

　

さ
れ
た
予
診
票
は
、
予
防
接
種
を

　
受
け
た
証
明
と
な
り
ま
す
の
で
、

　
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
「
全
国
の
協
力
医
療
機
関
」
や
制

【
成
人
男
性
の
皆
さ
ん
へ
】

風
し
ん
の
抗
体
検
査
と
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

発
送
は
４
月
20
日
㈪
を
予
定

　

市
国
民
健
康
保
険
に
ご
加
入
の

40
歳
か
ら
74
歳
の
方
に
、
特
定
健

診
受
診
券
（
桃
色
）
を
発
送
し
ま

す
。
み
ら
い
健
診
や
受
診
可
能
な

医
療
機
関
で
特
定
健
診
を
受
診
し

ま
し
ょ
う
。
詳
し
く
は
、
特
定
健

診
受
診
券
に
同
封
さ
れ
て
い
る
案

内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
特
定
健
診
受
診
券
は
、
特
定
健
診

を
受
診
す
る
際
に
必
要
で
す
。
大
切

に
保
管
し
、
受
診
す
る
際
は
市
国
民

健
康
保
険
証
と
一
緒
に
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

※
今
年
度
の
受
診
券
発
送
は
4
月
20

日
㈪
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
受
診
券

到
着
ま
で
の
間
に
医
療
機
関
で
の
受

診
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
国
保
年

金
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
国
民
健
康
保
険
】
特
定
健
診
受
診
券
を
発
送
し
ま
す

度
の
詳
細
は
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

■
ク
ー
ポ
ン
券
の
再
発
行

　
転
入
し
た
方
、
ク
ー
ポ
ン
券
を
紛

失
し
た
方
は
、
健
康
増
進
課
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

昨
年
度
配
布
の
ク
ー
ポ
ン
券

有
効
期
限
を
延
長

　　
令
和
元
年
度
に
交
付
し
た
ク
ー
ポ

ン
券
の
有
効
期
限
を
、
令
和
３
年
３

月
31
日
㈬
ま
で
に
延
長
し
ま
し
た
。

　
ま
だ
ク
ー
ポ
ン
券
を
使
用
し
て
い

な
い
方
は
、
手
持
ち
の
ク
ー
ポ
ン
券

で
抗
体
検
査
・
予
防
接
種
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

問 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課  
☎
58
‐
２
１
１
１

問 
健
康
増
進
課
（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）  

☎
25
‐
２
１
０
０

保健だより

くらしのQ＆A
［ 今月のテーマ ］

注文していない商品を「代引き
配達で送る」とのメールに注意

注文した覚えがないのに「美顔器を

代引き配達で送る」とのメールがス

マートフォンに届きました。どうす

れば良いでしょうか。（60 代・女性）　

問 市消費生活センター（谷和原庁舎１階）
☎25 ‐ 3288

注文していないなら、メールは無視する！
「注文していない商品を代引き配達で送るというメールが届いた」という相
談が、全国の消費生活センターに寄せられています。メールの内容は「美顔
器のご注文ありがとうございます。明日、代引きで発送いたします。受取拒
否をした場合、往復送料と手数料を請求します」というものです。メールの
発信元を確認すると、意味のわからないカタカナの会社名が書かれています。
　注文した覚えがなければ、メールは無視し、業者には絶対に連絡をしない
ようにしましょう。連絡をすると名前や連絡先などを相手に知らせることに
なり、別のトラブルを生むきっかけとなることがあります。もし商品が届い
た場合は、配送業者に注文していないことを伝え、受け取らないようにしま
しょう。その際、伝票などで業者名や住所、電話番号を確認し、控えておき
ましょう。不安を感じたら、消費生活センターにご相談ください。

Q

A
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

　
ま
み
り
ん

23


